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業務管理体制 

 

１ 業務管理体制とは 

  介護保険法では、介護サービス事業者（以下「事業者」といいます。）の指定取消事

案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を

図るため、事業者に法令等遵守の業務管理体制（法令等遵守態勢）の整備を義務付け

ており、事業者は、指定又は許可を受けている事業所・施設の数や法人の特性に応じ

た法令等遵守態勢を整備し、自らその態勢を運用することが求められています。 

 

（業務管理体制整備の内容） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  しかしながら、介護給付費の不正請求や介護施設従事者等による利用者への虐待な

ど、法令等違反となる不正事案が後を絶たないのが実情です。 

  介護保険制度の健全な運営を確保するためにも、事業者においては、利用者に対する

適切なサービス提供だけでなく、更なる法令等の自主的な遵守が求められています。 

 

２ 業務管理体制の整備に係る届出 

 ⑴ 届出 

   法人が、事業者として最初の事業所の指定申請を行った際に、「業務管理体制届出

書」を提出していただきます。 

   また、法令遵守責任者等の届出内容に変更が生じた際は、速やかに「業務管理体制

変更届出書」を提出してください。 

   届出先は、事業者の区分に応じて以下のとおりとなっています。 

  

  （届出先） 

 区  分 届出先 

１ 
指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在す

る事業者 
厚生労働大臣 

２ 
指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二

以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の

都道府県知事 

     法令遵守 

に係る監査 
 

法令遵守 

マニュアルの整備 

法令遵守マニュアルの

整備 

法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 

 20 事業所未満  20 以上 100 未満  100 以上  

指定又は許可を受けている事業所数によって、整備する内容が異なります 

※法令遵守責任者の選任にあたり、職種・資格の有無は問いません。 
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３ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長 

４ 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長（旭川市長） 

５ 

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者

で、指定事業所が 同一市町村内にのみ所在する事

業者 

市町村長（旭川市長） 

６ １から５以外の事業者 都道府県知事 

 

 ⑵ 様式 

   業務管理体制の届け出に関する様式については、旭川市ホームページに掲載してい

ますので、以下のページを御確認ください。 

  （掲載箇所） 

   ホーム> MENU>事業者向け> 健康・福祉・子育て・学校> 高齢者・介護保険 

  > 申請・届出> 介護サービス事業者向けトップページ>５－４ 業務管理体制 

 

３ 一般検査 

  旭川市においては、介護サービスの運営指導とあわせて、業務管理体制の一般検査を

実施しています。 

  一般検査においては、事業者自ら業務管理体制として定めている法令遵守の態勢につ

いて自主点検を行い、「業務管理体制自主点検表」を作成の上、検査時に提出してくだ

さい。 

  なお、業務管理体制は事業者（法人）ごとに確認しますので、複数の事業所を有する

事業者の場合は、その年度の最初に受ける事業所の運営指導の際に提出します。 

 

４ 特別検査 

  介護サービスの事業において、指定取消相当若しくはそれに準じて法令順守の体制を

確認する必要がある行政処分事案が発覚した際に、事業者における業務管理体制の問

題点の確認及び行政処分事案への組織的関与を検証することを目的として、監査とあ

わせて実施します。 

  なお、指定取消となった事業者について、役員等の組織的関与があったと認められた

場合は、組織の連座制として、当該事業者が経営する同一サービス類型の事業所にお

いて、指定取消日から５年間は、新規の指定及び更新が認められません。 
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（担当） 

 旭川市福祉保険部指導監査課介護担当 

 電話：０１６６－２５－９８４９ 

 Ｅメール：shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp 


